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（会員資格の喪失） 

第11条 前２条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。 

（１）第８条の支払義務を２年以上履行しなかったとき 

（２）総社員が同意したとき 

（３）当該会員が死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき 

 

第４章 社員総会 

 

（構成） 

第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。 

 

（権限） 

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。 

（１）会員の除名 

（２）理事及び監事の選任又は解任 

（３）理事及び監事の報酬等の額 

（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（５）定款の変更 

（６）解散及び残余財産の処分 

（７）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定めら

れた事項 

 

（開催） 

第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎

事業年度終了後３ヶ月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて

招集する。 

２ 社員総会は、出席者間の協議を十分に行える環境である場合にかぎり、

Ｗｅｂ会議、テレビ会議及び電話会議の方法によって開催することができ

る。 

 

（招集） 

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ

き代表理事が招集する。 

２ 総社員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する社員は、代表理事に

対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招




